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定
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昭
和
二
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五
年
法
律
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四
十
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第
五
十
条
の
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規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
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成
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二
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和
二
十
五
年
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第
百
四
十
四
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第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
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同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
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号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
告
示
第
三
百
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法

第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
三
号

次
の
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
同
医
療
機
関
は
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
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療
法
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青
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会

八
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市
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田
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坂
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三
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護
予
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介
護
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護
・
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テ
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福
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市
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六
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甲
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護
予
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デ
イ
サ
ー
ビ

ス
朝
日

黒
石
市
八
甲
三
四

の
四

��

･

�･

��

株
式
会
社
介

護
サ
ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
富
田

三
丁
目
八
の
二
〇

介
護
予
防

訪
問
介
護

平
川
訪
問
介

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

平
川
市
町
居
西
田

一
一
一
の
一

��

･

�･

�

特
定
非
営
利

活
動
法
人
双

松
福
祉
会

三
戸
郡
階
上
町
大

字
角
柄
折
字
餅
粟

久
保
四
の
一

〃

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

双
松

三
戸
郡
階
上
町
大

字
角
柄
折
字
餅
粟

久
保
四
の
一

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
友
の
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
熊
ノ
沢
三
五

の
二

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

小
規
模
多
機

能
ホ
ー
ム
ほ

っ
と
ハ
ウ
ス

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
神
明
沢
一
六

の
四
〇

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
宏
仁
会

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
薬
師

堂
六
三
の
二
三

〃

小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介

護
清
風
荘

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
豆
沢
字
茂

浦
沢
一
四
の
一
四

〃

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

居

宅

介

護

支

援

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
介

護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
和

下
北
郡
東
通
村
大
字
白

糠
字
家
ノ
上
四
三
の
四

居
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

和

下
北
郡
東
通
村
大
字
白

糠
字
家
ノ
上
四
三
の
四

平
成

��･

��･

��

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
介

護
サ
ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁

目
八
の
二
〇

株
式
会
社
介

護
サ
ポ
ー
ト

福
祉
用
具
販

売
事
業
部

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁

目
八
の
二
〇

平
成

��･

�･

	

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
介

護
サ
ポ
ー
ト

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁

目
八
の
二
〇

株
式
会
社
介

護
サ
ポ
ー
ト

福
祉
用
具
販

売
事
業
部

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁

目
八
の
二
〇

平
成

��

･

�･

	

� �



� �

第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成24年４月２日 月曜日 第3521号 �

名

称

所

在

地

国
民
健
康
保
険
五
所
川
原
市
立

西
北
中
央
病
院

五
所
川
原
市
字
布
屋
町
四
一

公
立
金
木
病
院

五
所
川
原
市
金
木
町
菅
原
一
九

つ
が
る
市
国
民
健
康
保
険
病
院

つ
が
る
市
成
人
病
セ
ン
タ
ー

つ
が
る
市
木
造
末
広
四
三
の
三

鰺
ヶ
沢
町
立
中
央
病
院

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
蒲
生
一
一

〇
の
一

国
民
健
康
保
険
鶴
田
町
立
中
央
病
院

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
鷹
ノ
尾
三
四

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

つ
が
る
西
北
五
広
域

連
合
西
北
中
央
病
院

五
所
川
原
市
字
布
屋
町
四
一

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

つ
が
る
西
北
五
広
域

連
合
か
な
ぎ
病
院

五
所
川
原
市
金
木
町
菅
原
一
三
の

一

〃

つ
が
る
西
北
五
広
域

連
合
鶴
田
病
院

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
鷹

ノ
尾
三
四

〃

つ
が
る
西
北
五
広
域

連
合
つ
が
る
成
人
病

セ
ン
タ
ー

つ
が
る
市
木
造
末
広
四
三
の
三

〃

つ
が
る
西
北
五
広
域

連
合
鰺
ヶ
沢
病
院

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町

字
蒲
生
一
〇
六
の
一
〇

〃

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
睦
会

平
川
市
本
町
平
野

四
五
の
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

二
双
子

黒
石
市
大
字
二
双

子
字
野
田
一
七
八

の
四
三

平
成

��

･

�･

�

合
同
会
社
一

成

弘
前
市
大
字
境
関

字
亥
ノ
宮
五
三
の

一
四

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

孫
の
手

平
川
市
大
字
猿
賀

字
南
田
四
二
の
一

一

〃

社
会
福
祉
法

人
同
伸
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
二
の

一

短
期
入
所

生
活
介
護

瑞
光
園

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
五
の

一

〃

� �



� �

青
森
県
告
示
第
三
百
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
沢
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�����	
�� 
� 第3521号�

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
た
か

は
し

三
戸
郡
南
部
町
大

字
大
向
字
泉
山
道

九
の
九
五

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
サ
リ
ヴ
ァ
ン

三
戸
郡
南
部
町
大

字
大
向
字
泉
山
道

九
の
九
五

平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社
フ
ァ

イ
ン

八
戸
市
西
白
山
台

三
丁
目
七
の
九

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ひ
な

八
戸
市
西
白
山
台

三
丁
目
七
の
九

��･

�･

�

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
睦
会

平
川
市
本
町
平
野

四
五
の
一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

二
双
子

黒
石
市
大
字
二
双

子
字
野
田
一
七
八

の
四
三

平
成

��

･
�･

�

合
同
会
社
一

成

弘
前
市
大
字
境
関

字
亥
ノ
宮
五
三
の

一
四

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

孫
の
手

平
川
市
大
字
猿
賀

字
南
田
四
二
の
一

一

〃

社
会
福
祉
法

人
同
伸
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
二
の

一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

瑞
光
園

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
五
の

一

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
三
沢
市
社

会
福
祉
協
議

会

三
沢
市
幸
町
三
丁

目
一
一
の
五

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

就
労
継
続
支

援
Ｂ
型
事
業

所
ワ
ー
ク
ラ

ン
ド
つ
ば
さ

三
沢
市
大
字
三
沢

字
戸
崎
一
〇
一
の

一
五
五
二

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
求
道
舎

上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
二
の
一
五

就
労
移
行

支
援

ク
ロ
ー
バ
ー

作
業
所

上
北
郡
野
辺
地
町

字
下
松
ノ
木
平
一

九
の
七

〃

社
会
福
祉
法

人
求
道
舎

上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
二
の
一
五

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

ク
ロ
ー
バ
ー

作
業
所

上
北
郡
野
辺
地
町

字
下
松
ノ
木
平
一

九
の
七

〃

社
会
福
祉
法

人
求
道
舎

上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
二
の
一
五

就
労
移
行

支
援

お
お
ば
こ
作

業
所

上
北
郡
七
戸
町
字

舘
野
三
二
の
一
五

〃

社
会
福
祉
法

人
愛
生
会

五
所
川
原
市
大
字

金
山
字
千
代�

一

四
二

共
同
生
活

介
護

ケ
ア
ホ
ー
ム

ひ
と
つ
家

五
所
川
原
市
字
一

ツ
谷
五
三
七
の
一

五

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

ー
る
ど

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
山
八
五
の

四

居
宅
介
護

び
ー
た
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
和
晃
会

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
村
崎
二

四
二

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

ふ
〜
ど
ス
タ

ジ
オ
八
晃
園

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
村
崎
二

四
二

〃

� �



� �

一

施
行
者
の
名
称

三
沢
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

三
沢
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

三
沢
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
二
十
一
年
一
月
七
日
青
森
県
告
示
第
二
号)

の
事

業
地
の
と
お
り
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(
平
成
二
十
一
年
一
月
七
日
青
森
県
告
示
第
二
号)

の
事

業
地
に
、
三
沢
市
春
日
台
二
丁
目
、
春
日
台
三
丁
目
、
古
間
木
二
丁
目
の
一
部
を
加
え
、
同
事

業
地
の
う
ち
、
字
古
間
木
山
の
一
部
を
削
り
、
同
事
業
地
の
う
ち
、
本
町
二
丁
目
、
古
間
木
一

丁
目
、
春
日
台
一
丁
目
、
大
字
犬
落
瀬
字
古
間
木
地
内
の
一
部
を
変
更
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
も
り
Ｉ
Ｔ
活
用
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

大
浦

雅
勝

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
大
町
一
丁
目
九
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
内
で
暮
ら
す
人
や
企
業
に
対
し
て
Ｉ
Ｔ
・
Ｗ
ｅ
ｂ
の
利
活
用

(

リ
テ
ラ

シ
ー)

の
啓
蒙
す
る
こ
と
、
及
び
Ｉ
Ｔ
・
Ｗ
ｅ
ｂ
の
教
育
を
行
う
事
業
を
行
い
、
Ｉ
Ｔ
・
Ｗ
ｅ
ｂ

に
よ
る
人
々
の
豊
か
な
暮
ら
し
や
企
業
の
経
営
活
動
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
緑
豊
か
な
自
然
環
境
を
育
て
る
会

三

代
表
者
の
氏
名

畠
山

俊
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
石
動
木
平
一
九
の
六
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
八
戸
市
及
び
周
辺
地
域
の
、
子
供
、
青
少
年
と
地
域
住
民
と
共
に
森
を
つ
く
り
、

川
と
海
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
環
境
の
保
全
活
動
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
社
会
全
体
の
利

益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

公

安

委

員

会

青 森 県 報平成24年４月２日 月曜日 第3521号 �� �



� �

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
少
年
指
導
委
員
規
則(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
付
け
で
、
少
年
指
導
委
員
を
委
嘱
し
た

の
で
、
同
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞

青 森 県 報�����	
�� 
� 第3521号�

氏

名

連

絡

先

活

動

区

域

�

松

芳

紀

木

村

一

横

山

洋

一

一

戸

誠

司

杉

本

正

太

田

誠

三

成

田

な
を
子

青
森
警
察
署

生
活
安
全
課

(

電
話

���―
���―
����)

青
森
市
の
う
ち
、
青
森
駅
周
辺

(

安
方

一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま
で
、
新
町
一
丁

目
か
ら
二
丁
目
ま
で
、
古
川
一
丁
目
か

ら
二
丁
目
ま
で
、
柳
川
一
丁
目
か
ら
二

丁
目
ま
で)

、
本
町
周
辺

(

長
島
一
丁

目
か
ら
二
丁
目
ま
で
、
本
町
一
丁
目
か

ら
二
丁
目
ま
で
、
本
町
五
丁
目
、
橋
本

一
丁
目
、
堤
町
一
丁
目)

、
観
光
通
り

周
辺

(
緑
三
丁
目
九
番
か
ら
一
一
番
ま

で
、
青
葉
三
丁
目
五
番
か
ら
九
番
ま
で
、

浦
町
字
奥
野
六
一
二
番
地
か
ら
六
二
九

番
地
ま
で
、
浜
田
字
豊
田
四
六
番
地
、

浜
田
字
豊
田
三
五
七
番
地
か
ら
三
八
七

番
地
ま
で
、
浜
田
字
玉
川
一
七
七
番
地
、

浜
田
字
玉
川
二
〇
二
番
地
か
ら
二
〇
七

番
地
ま
で
、
浜
田
字
玉
川
二
二
〇
番
地

か
ら
二
二
四
番
地
ま
で
、
浜
田
字
玉
川

二
三
五
番
地
、
浜
田
字
玉
川
三
四
〇
番

地
か
ら
三
五
二
番
地
ま
で
、
八
ッ
役
字

矢
作
六
九
番
地
か
ら
七
四
番
地
ま
で
、

第
二
問
屋
町
二
丁
目
二
番
か
ら
五
番
ま

で
、
大
野
字
若
宮
一
八
二
番
地
、
東
大

野
二
丁
目
五
番
か
ら
一
三
番
ま
で
、
浜

田
一
丁
目
一
四
番
、
浜
田
三
丁
目
一
番

か
ら
三
番
ま
で)

、
は
ま
な
す
町
周
辺

(

は
ま
な
す
二
丁
目
一
番
、
は
ま
な
す

二
丁
目
五
番
、
八
重
田
四
丁
目
二
番)

、

石
江
三
好
周
辺

(

三
好
一
丁
目
か
ら
二

丁
目
ま
で
、
石
江
字
三
好
一
一
四
番
地

か
ら
一
四
五
番
地
ま
で
、
石
江
字
三
好

一
七
一
番
地)

、
三
内
稲
元
周
辺

(

三

内
字
稲
元
一
一
八
番
地
か
ら
一
二
〇
番

地
ま
で
、
三
内
字
玉
作
一
番
地
か
ら
五

番
地
ま
で)

の
区
域

野

崎

径

裕

八
戸
警
察
署

八
戸
市
の
う
ち
、
本
八
戸
駅
前
周
辺

小
笠
原

嘉

生
活
安
全
課

(

電
話

����―
	�―
	�	�)

(

内
丸
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
堀

端
町
、
窪
町
、
番
町
、
馬
場
町
、
常
海

町)

、
長
横
町
周
辺

(

堤
町
、
廿
三
日

町
、
十
三
日
町
、
三
日
町
、
八
日
町
、

十
八
日
町
、
十
六
日
町
、
寺
横
町
、
大

工
町
、
鍛
冶
町
、
六
日
町
、
朔
日
町
、

十
一
日
町
、
柏
崎
一
丁
目
九
番
、
柏
崎

二
丁
目
一
番
、
鳥
屋
部
町
、
鷹
匠
小
路
、

長
横
町
、
岩
泉
町
、
類
家
、
吹
上
一
丁

目
一
番
か
ら
三
番
ま
で)

、
城
下
周
辺

(

城
下
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で)

、

類
家
周
辺

(

類
家
三
丁
目
か
ら
五
丁
目

ま
で
、
南
類
家
二
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま

で)

、
湊
高
台
周
辺

(

湊
高
台
一
丁
目

か
ら
二
丁
目
ま
で)

、
ラ
ピ
ア
周
辺

(

江
陽
二
丁
目)

、
ピ
ア
ド
ゥ
周
辺

(

沼
館
四
丁
目)

の
区
域

後

藤

悦
三
郎

島

村

隆

長

尾

敦

子

秋

元

東

五
所
川
原
警
察
署

生
活
安
全
課

(

電
話

����―
�
―
��	�)

五
所
川
原
市
の
う
ち
、
五
所
川
原
駅
周

辺(

大
町
、
旭
町
、
東
町
、
布
屋
町)

、

川
端
町
周
辺(

川
端
町
、
本
町
、
寺
町
、

岩
木
町)

、
エ
ル
ム
周
辺

(

唐
笠
柳
字

藤
巻
、
石
岡
字
藤
巻)

の
区
域

加

藤

清

行

鎌

田

晃

今

井

哲

工

藤

浩

治

黒
石
警
察
署

生
活
安
全
課

(

電
話

����―

�―
����)

黒
石
市
の
う
ち
、
徳
兵
衛
町
周
辺

(

甲

徳
兵
衛
町
、
乙
徳
兵
衛
町
、
油
横
丁
、

寺
小
路
、
横
町)

、
国
道
一
〇
二
号
周

辺

(

浅
瀬
石
字
稲
田
、
追
子
野
木
三
丁

目
、
中
川
字
篠
村
、
中
川
字
花
岡)

、

ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
周
辺

(

富
士
見
一
〇

三
番
地)

の
区
域
及
び
平
川
市
の
う
ち
、

平
賀
駅
前
周
辺

(

本
町
北
柳
田
一
番
地

か
ら
二
七
番
地
ま
で)

の
区
域

岩

城

伸

行

妻

神

誠

岩

間

祐

子

佐

藤

や

え

力

石

朝

子

十
和
田
警
察
署

生
活
安
全
課

(

電
話

����―
��―
���
)

十
和
田
市
の
う
ち
、
東
三
番
町
周
辺

(

稲
生
町
一
四
番
か
ら
二
〇
番
ま
で
、

東
二
番
町
二
番
、
東
二
番
町
六
番
、
東

二
番
町
七
番
、
東
三
番
町
一
番
か
ら
三

番
ま
で
、
東
三
番
町
七
番
か
ら
九
番
ま

で)

、
十
和
田
市
駅
周
辺

(

東
一
番
町

一
番
、
東
一
番
町
四
番
、
元
町
西
一
丁

目
一
番
、
元
町
東
一
丁
目)

、
三
小
通

り
周
辺

(

東
十
三
番
町
一
三
番
か
ら
一

四
番
ま
で)

の
区
域

富

田

千
都
子

舩

見

亮

悦

熊

野

鐵

夫

三
沢
警
察
署

生
活
安
全
課

(

電
話

����―

�―
��	
)

三
沢
市
の
う
ち
、
中
央
町
周
辺

(

中
央

町
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で)

、
幸
町

周
辺(

幸
町
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま
で)

、

松
園
町
周
辺

(

松
園
町
三
丁
目
、
大
町

二
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
南
町
一
丁

目
、
栄
町
二
丁
目)

の
区
域
及
び
お
い

� �
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小
比
類
巻
佳
代
子

宮

野

楠

見

ら
せ
町
の
う
ち
、
木
ノ
下
小
学
校
周
辺

(

青
葉
一
丁
目
か
ら
青
葉
六
丁
目
ま
で
、

上
久
保
六
三
番
地)

、
イ
オ
ン
モ
ー
ル

下
田
周
辺

(

中
野
平
、
菜
飯)

の
区
域

加
世
多

壽

雄

菊

池

政

彦

木

村

功

む
つ
警
察
署

生
活
安
全
課

(

電
話

����―
��―
����)

む
つ
市
の
う
ち
、
横
迎
町
周
辺(

本
町
、

柳
町
一
丁
目
一
番
か
ら
二
番
ま
で
、
横

迎
町
一
丁
目
一
番
か
ら
一
一
番
ま
で
、

田
名
部
町
、
新
町
三
五
番
地
、
新
町
四

五
番
地)

、
小
川
町
周
辺

(

小
川
町
一

丁
目
一
番
か
ら
一
六
番
ま
で
、
小
川
町

二
丁
目
一
番
か
ら
一
八
番
ま
で)

、
金

谷
周
辺

(

金
谷
一
丁
目
一
番
か
ら
一
二

番
ま
で
、
金
谷
二
丁
目
一
番
か
ら
一
三

番
ま
で
、
金
谷
二
丁
目
一
〇
六
番)

、

下
北
赤
川
周
辺

(

下
北
町
一
番
か
ら
九

番
ま
で
、
下
北
町
一
五
番
、
仲
町
一
番

か
ら
三
番
ま
で
、
仲
町
一
三
番
か
ら
一

五
番
ま
で
、
若
松
町
一
番
か
ら
二
番
ま

で
、
若
松
町
一
〇
番
か
ら
一
二
番
ま
で
、

南
町
一
番
か
ら
三
番
ま
で
、
南
町
六
番

か
ら
九
番
ま
で
、
南
町
一
一
番
、
赤
川

町
一
番
か
ら
一
七
番
ま
で
、
南
赤
川
町

一
番
か
ら
一
一
番
ま
で)

、
大
湊
駅
周

辺
(

大
湊
新
町
一
番
か
ら
七
番
ま
で
、

大
湊
新
町
一
四
番
か
ら
一
七
番
ま
で
、

大
湊
新
町
二
〇
番
か
ら
二
一
番
ま
で)

、

駅
通
り
周
辺

(

中
央
二
丁
目
七
番
、
旭

町
四
番)
の
区
域

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


